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前文
企業は、その活動する国や地域の法律を遵守するだけではなく、

国際的に宣言された基準にしたがって、人権尊重、労働者保護、
環境保護、腐敗防止などに努めなければならないという考え方が
一般化しており（国連グローバル・コンパクト、OECD多国籍
企業行動指針など）、このような国際的な要請に適切に対応でき
ない企業は大きなリスクを抱え込むことになる。
他方、世界的に企業の社会的責任の重要性が増している中で、

わが国には「三方よし――売りてよし、買いてよし、世間よし」
という言葉にみられるような企業を社会の公器と考える商人哲学
が古くから存在するとともに、自然を人間社会と対置してとらえ
るのではなく、自然との共生を図るという国民性もある。これら
は、わが国企業に内在する行動原理として有効に機能しうるもの
である。

基本的姿勢
３．�企業は、本「行動指針」を参照し、各社の事業、業態、規模、

進出先などを考慮に入れた「具体的な行動指針」を制定され
たい。既に「具体的な行動指針」を策定している企業は、今
後の改訂作業の中で、本「行動指針」の考えを反映させるよ
う、検討・配慮されたい。

４．�企業は、「具体的な行動指針」の制定と併せ、その実効性を
確保するための内部管理体制の整備に努めなければならな
い。その際、留意すべき事項は次のとおりである。

　①�行動指針の順守が海外における企業活動の基本となる旨を、
経営者が明確に宣言すること。

　⑤�行動指針の実践にあたっては、リスクに応じた取り組みを進
めるとともに、効果を検証しながら、リスク管理の精度をあ
げていくこと。

Ⅰ．人権
【行動指針】
１．�企業は、国際的に宣言された人権を尊重した事業活動を行わ

なければならない。
２．�企業は、自らの事業活動が、人権侵害への加担・助長につな

がることのないよう努めなければならない。
【行動指針に関する解説】
１．�企業は、相手国の国民に尊敬の念をもち、人権を尊重した事

業活動を実行することによって、相手国における人権擁護の
促進を実現することができる。人権保障は、本来国家の責務
であるが、必ずしも人権が十分に保障されているとは言えな
い国家も存在する。こうした国家においては、企業は、より
明確に自らの社会的責任として、人権をめぐる社会状況の改
善・向上に寄与することが求められる。特に現地法と国際規
範が相対立する場合には、「人権尊重・人権擁護に関する基
本原則」などの規範を優先することが期待されている。

Ⅱ．労働
【行動指針】
１．企業は、労働者保護に努めなければならない。

【行動指針に関する解説】
１．�企業が、労働者を単なる事業経営上の手段、コストと捉える

ことは、搾取の容認につながり、進出国社会の貧困を固定化
し、その成長を阻害する。したがって、企業は、労働者を

幸福追求権をもつ主体的存在と認め、企業活動に不可欠な
パートナーと位置づけるべきである。

Ⅲ．環境
【行動指針】
１．�企業は、環境を破壊しないように予防的措置を講じなければ

ならない。
２．�企業は、環境に優しい技術の開発と普及に努める。

【行動指針に関する解説】
１． 地球環境は壊れやすく、環境破壊は人類にとって取り返しの

つかない損害を与える場合がある。破壊された環境の回復が
可能な場合であっても、これには膨大なコストと時間を要し、
企業、国家、自治体、地域、国際社会にとって大きな負担と
なる上に、企業イメージに重大なダメージを与える。また、
いったん環境破壊が発生した後にその回復のために要する費
用は、その予防に要する費用をはるかに上回る。したがって、
企業は、環境問題に予防的アプローチで取り組むべきである。

Ⅳ．腐敗防止
【行動指針】
１．�企業は、その従業員やエージェントによる如何なる贈収賄な

どの腐敗行為も許してはならない
【行動指針に関する解説】
１．�金銭の多寡にかかわらず、企業が外国政府公務員に不正な利

益を提供すれば、それは、相手国政府を国民に仕えるサーバ
ントではなく、国民を搾取するマスターに育てあげてしまう。
「賄賂をもらわなければ、仕事をしない」という官僚を大量
に作り出すことは、法の統治を破壊し、相手国の持続的発展
を阻むことになる。

４．�策定した内規を定着・機能させるため、経営者は、これに自
ら取り組む姿勢を明確にしなければならない。かけ声だけで
なく、事業部門やプロジェクト毎に贈賄リスクを評価し、そ
れを踏まえた教育訓練を実施するなど、実際のアクションを
通じて、全社員・スタッフに経営者の本気度を伝えなければ
ならない。

Ⅴ．反競争的行為
【行動指針】
１．�企業は、公正な競争を妨げる行為、特に市場価格に影響を及

ぼすような調整行為に加担してはならない。
【行動指針に関する解説】
１．�市場は、企業間の自由な競争を促すことで、社会や国家を潤

す。それは、企業が自由な発想で経営資源を駆使し、より良
い製品やサービスを取引先や消費者に提供するからである。
しかし、影響力のある企業が、価格操作などの反競争的行為
（特にハードコア・カルテル）に走れば、市場が生み出すは
ずの利益は失われ、さらには富や所得の配分に係わる正義ま
で歪められてしまう。

４．�策定したマニュアルを定着・機能させるには、経営者自らが
リーダーシップを発揮し、特にハードコア・カルテルの防止
については一切妥協しない姿勢を全役員・社員に示す必要が
ある。

※「企業グローバル行動指針」の全文は日外協ホームページ参照
　　http://www.joea.or.jp/summary/guidelines

企業グローバル行動指針（抄録）

＜制定日：2014（平成 26）年 7 月 18 日＞


